
第２回 白河市・表郷村・大信村任意合併協議会 

会   議   次   第 

 

日 時：平成16年2月26日(木）午後3時30分 

場 所：白    河    関    の    里 

 

 

１ 開    会 

２ あ い さ つ 

３ 委嘱状の交付 

４ 白河市、表郷村、大信村の現況について 

５ 人口推計について 

６ 市町村合併に関する国及び福島県の支援措置について 

７  議    事 

（１）報告事項 

報告第５号 白河市・表郷村・大信村任意合併協議会活動状況について 

報告第６号 平成１５年度白河市・表郷村・大信村任意合併協議会予算予備費充用 

について 

報告第７号 白河市・表郷村・大信村任意合併協議会専門部会設置要綱について 

報告第８号 白河市・表郷村・大信村任意合併協議会分科会設置要綱について 

（２）協議事項 

協議第４号 事務事業調整方針（案）について 

協議第５号 新市将来構想策定方針（案）について 

協議第６号 住民意識調査の実施について 

協議第７号 第３回協議会の開催日程について 

（３）その他 

８ 閉    会 

 



4 白河市、表郷村、大信村の現況について

別冊資料：白河市・表郷村・大信村基礎データ表

5 人口推計について

別冊資料：白河市・表郷村・大信村将来人口推計（第1次推計）

6 市町村合併に関する国及び福島県の支援措置について

第２回

白河市・表郷村・大信村任意合併協議会

説明資料



 市町村合併に関する国及び福島県の支援措置について 
 
 
◎ 国の財政措置等による支援（市町村合併支援プラン） 
 
１ 普通交付税の算定の特例 
  合併後１０ヵ年度は合併しなかった場合の普通交付税額を全額保障する。その

後５ヵ年度は激変緩和措置による特例となる。 

普通交付税の額の算定の特例イメージ

0.1

合併後の本来の普通交付税の額

10年後 11年後 12年後 13年後

表郷村への
普通交付税額

大信村への
普通交付税額

14年後 15年後

白河市への
普通交付税額

0.9
0.7

0.5
算定特例の部分（合併算定替）

0.3

 
 
２ 普通交付税（合併補正）による包括的財政措置 
  合併直後に必要となる臨時的経費について、５ヵ年度にわたり普通交付税の基

準財政需要額に算入する。 
 普通交付税算入額  約５億円（５年間の合計額） 
 合併補正による算入額を算式で表すと次のとおり 
 （1 億円＋5 千円×合併後人口）×（１+（合併関係市町村数－２）÷４） 

 
※ ただし、５年間で３０億円を上限とする。 
固定経費 合併後人口に応じた経費 合併関係市町村数補正 

 

３ 合併特例債による財政措置 
  合併後１０ヵ年度にわたり、特例債を充当する。 
 ① まちづくりのための建設事業に対する財政措置 
   市町村建設計画に基づく特に必要な事業の経費に合併特例債を充当（９

５％）し、元利償還金の７０％を普通交付税措置 
 標準全体事業費   約１７８．２億円（合併後１０ヵ年度の事業の合算額） 
 起債可能額     約１６９．３億円（標準全体事業費の９５％） 
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 普通交付税算入額  約１１８．５億円（起債可能額の７０％） 
 標準全体事業費の算式は次のとおり 
 １８０億円×（合併後人口÷１０万人×ａ＋ｂ）×（増加人数÷１万人×ｃ＋ｄ） 
×（２－２÷合併関係市町村数） 

ａ、ｂ、ｃ、ｄは次の数値による。

ａの数値 ｂの数値

３０，０００人 以下 １．０００ ０．２００

３０，００１人 以上 １００，０００人 以下 ０．７１４ ０．２８６

１００，００１人 以上 ０．０００ １．０００

合併後人口数による区分

 

ｃの数値 ｄの数値

１０，０００人 以下 ０．３３３ ０．６６７

１０，００１人 以上 ５０，０００人 以下 ０．１６７ ０．８３３

５０，００１人 以上 １００，０００人 以下 ０．０８３ １．２５０

１００，００１人 以上 ２００，０００人 以下 ０．０４２ １．６６７

２００，００１人 以上 ４００，０００人 以下 ０．０２１ ２．０８３

４００，００１人 以上 ０．０００ ２．９１７

増加人口数による区分

 
 

 ② 基金造成に対する財政措置 
   旧市町村単位の地域振興・住民の一体感醸成のために使う基金造成に対し、

合併特例債を充当（９５％）し、元利償還金の７０％を普通交付税措置 
 標準基金規模     約１３．２億円 
 標準基金規模の上限  約１９．８億円（標準基金規模×1.5 が上限の目安） 
 起債可能額      約１８．８億円（標準基金規模の上限の９５％） 
 普通交付税算入額   約１３．２億円（起債可能額の７０％） 
  標準基金規模の算式は次のとおり 
 ３億円×合併関係市町村数＋１万円×増加人口＋５千円×合併後人口 
 ※ ただし、標準基金規模は４０億円を上限とする。 

 

４ 特別交付税による包括的財政措置 
  合併に伴う新たなまちづくり、公共料金格差是正、公債費負担格差是正、土地

開発公社の経営健全化等に要する経費について、３ヵ年度にわたり特別交付税措

置を講じる。 
 特別交付税措置額    約５．６億円 
 算定方法は次のとおり 
 （４億円＋４千円×増加人口）×補正係数 
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 １年目：５割、２年目：３割、３年目：２割が措置される。 

増加人口÷合併後人口 補正係数

２０％未満 １

２０％以上４０％未満 １．２５

４０％以上 １．５  
 
５ 合併市町村補助金 
  市町村建設計画に基づく事業に対し合併関係市町村の人口に応じ、３ヵ年度に

わたり補助金を交付する。 
 補助金額    約３億円 

補助金交付上限額
（３ヶ年合計）

５，０００人 以下 ６０

５，００１人 以上 １０，０００人 以下 ９０

１０，００１人 以上 ５０，０００人 以下 １５０

５０，００１人 以上 １００，０００人 以下 ２１０

１００，００１人 以上 ３００

＜単位：百万円＞

関係市町村人口

 
 
 ≪参考≫ 
人口：国勢調査人口（平成１２年１０月１日現在） 
白河市：４７，６８５人     合併後人口：６０，０３５人 
表郷村： ７，４６４人      増加人口：１２，３５０人 
大信村： ４，８８６人      
 
 
◎ 県の財政措置による支援 
 
１ 福島県合併市町村支援交付金 
  合併した年度及びこれに続く 5 ヵ年度にわたり合併関係市町村数×1 億円を限

度として交付する。交付対象事業は次のとおりとする。 
 ① 合併市町村の一体性の確保 
 ② 合併市町村の均衡ある発展 
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 ③ 旧市町村単位での地域の振興 
 ④ 広域的・効率的行政サービスの提供 
 交付金額    約３億円 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

この期間に交付される交付金の総額が
合併関係市町村×1億円

平成17年3月31日までに合併申請を行い平成18年3月31日までに合併した場合の交付期間及び交付金限度額

合併
申請

合併

合併関係市町村 合併市町村

 
 

3 市村が合併した場合に受ける概算支援措置一覧 
＜単位：億円＞

全体事業費

借入限度額

交付税算入額 (a)

全体事業費

借入限度額

交付税算入額 (b)

（c)

(d)

(e)

(f)

※

148.3

　ただし、普通交付税の算定特例については金額の変動が予想される
ので含めていません。

支援措置（概算）

構成市町村 白河市・表郷村・大信村

合
併
特
例
債

建設事業に対する措置

基金造成に対する措置

特別交付税措置

3

3福島県合併市町村支援交付金

普通交付税（合併補正）による措置

国・県の支援額の計（(a）～（ｆ）の合計額）

178.2

169.3

118.5

19.8

18.8

13.2

5

5.6

市町村合併補助金
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報告第５号 白河市・表郷村・大信村任意合併協議会活動状況について

報告第６号

報告第７号 白河市・表郷村・大信村任意合併協議会専門部会設置要綱について

報告第８号 白河市・表郷村・大信村任意合併協議会分科会設置要綱について

白河市・表郷村・大信村任意合併協議会

報告事項

第２回

平成１５年度白河市・表郷村・大信村任意合併協議会予算予備費充用
について



報告第５号 
 

白河市・表郷村・大信村任意合併協議会活動状況について 
 
 平成 16 年１月 24 日から平成 16 年 2 月 26 日までの、白河市・表郷村・大信

村任意合併協議会に関する活動状況について次のとおり報告します。 
 

期    日 項                 目 会    場 
１月 26 日(月) ３市村長に対するヒアリング ３市村庁舎 

2 月 5 日(木) 
～6 日(金) 

事務事業現況調査調書作成に伴うWebシス

テム入力説明会 
表郷村役場 
大信村役場 

2 月６日(金) 任意合併協議会ホームページ開設  

2 月 9 日(月) 
～10 日(火) 

事務事業現況調査調書作成に伴うWebシス

テム入力説明会 
白河市役所 

2 月 9 日(月) 
 

新市将来構想策定に係る合併担当者ヒアリ

ング・実態観察調査 
表郷村 
 

2 月 10 日(火) 新市将来構想策定に係る合併担当者ヒアリ

ング・実態観察調査 
大信村 

2 月 13 日(金) 新市将来構想策定に係る合併担当者ヒアリ

ング・実態観察調査 
白河市 

2 月 18 日(水) 第 1 回将来構想検討部会 任意協議会 
事務局会議室 

2 月 18 日(木) 協議会だより(創刊号)の発行  

2 月 20 日(金) 第 1 回幹事会 任意協議会 
事務局会議室 

2 月 26 日(木) 第 2 回協議会 白河関の里 
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報告第６号 
 
   平成１５年度白河市・表郷村・大信村任意合併協議会予算予備費充用について 
 
 平成１５年度白河市・表郷村・大信村任意合併協議会予算の予備費を次のとおり充

用しましたので、白河市・表郷村・大信村任意合併協議会財務規程第７条の規定によ

り報告します。 
 

予備費充用額 ２３，０００円 充  用  日 平成 16年２月 19日 

予備費現額 ２５０，０００円 予備費充用後額 ２２７，０００円 

充用前予算現額 ０円 
予備費充用先 

款 １ 協議会費 
項 １ 協議会費 
目 １ 協議会費 
節 ４ 共済費 

充用後予算現額 ２３，０００円 

不 足 理 由 臨時職員の労働保険料及び社会保険料の納付のため 
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報告第７号 

 

   白河市・表郷村・大信村任意合併協議会専門部会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 白河市・表郷村・大信村任意合併協議会幹事会規程第７条第１項の規

定に基づき白河市・表郷村・大信村任意合併協議会幹事会（以下「幹事会」

という。）に、白河市・表郷村・大信村任意合併協議会専門部会（以下「専

門部会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 専門部会は、幹事会の幹事長（以下「幹事長」という。）の指示を受

け、規約第２条各号に掲げる事項について、専門的に協議し、又は調整する。 

（組織） 

第３条 専門部会は、別表に掲げる部会及び構成員をもって組織する。 

（役員） 

第４条 専門部会に次の役員を置き、構成員のうちから互選する。 

（１） 部会長 １名 

（２） 副部会長 ２名 

（役員の職務） 

第５条 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。 

２ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理

する。 

（会議） 

第６条 会議は、幹事長の要請により、又は部会長が必要に応じて随時開催す

るものとする。 

２ 部会長は、会議の議長となる。 

３ 部会長は、必要に応じて関係職員の出席を要請することができる。 

４ 専門部会は、必要に応じて関係する専門部会と合同の会議を開催すること

ができる。 

 （分科会） 

第７条 専門部会に必要に応じて分科会を置くことができる。 

（報告） 

第８条 部会長は、専門部会の協議経過及び結果について幹事長に報告するも

のとする。 

（庶務） 

第９条 専門部会の庶務は、協議会の事務局において行う。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、専門部会に関し必要な事項は別に定

める。 
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附 則 

この要綱は、平成１６年２月１６日から施行する。 

 

別表 

構  成  員  

専門部会名 

 白河市 表郷村 大信村 

総務部会 

 

総務部長 

秘書室長 

総務課長 

財政課長 

税務課長 

会計課長 

総務課長 

税務課長 

出納室長 

 

総務課長 

税務課長 

出納室長 

 

企画部会 総務部長 

企画情報課長 

総務課長 

企画調整課長 

総務課長 

企画情報課長 

住民生活部会 市民部長 

市民課長 

生活環境課長 

総務課長 

住民生活課長 

 

住民生活課長 

保健福祉部会 保健福祉部長 

社会課長 

保険福祉課長 

健康増進課長 

健康福祉課長 

住民生活課長 

 

 

健康福祉課長 

 

産業経済部会 経済部長 

商工観光課長 

農政課長 

農林土木課長 

農業委員会事務局長 

農林商工課長 

水道課長 

 

 

農村振興課長 

建設課長 

農業委員会事務局長 

建設部会 建設部長 

専門工事検査室 

水道事業所長 

管理課長 

建設課長 

都市計画課長 

下水道課長 

業務課長 

施設課長 

建設課長 

水道課長 

 

建設課長 

国土調査室長 

教育部会 教育次長 

庶務課長 

学校教育課長 

生涯学習課長 

文化課長 

スポーツ健康課長 

学校教育課長 

生涯学習課長 

学校教育課長 

生涯学習課長 

議会・選挙・監査

部会 

議会事務局長 

選挙管理委員会事務局長 

監査委員事務局長 

議会事務局長 

選挙管理委員会書記長 

 

議会事務局長 

選挙管理委員会書記長 

 

将来構想検討部会 総務部長 

企画情報課長 

財政課長 

総務課長 

企画調整課長 

総務課長 

企画情報課長 
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報告第８号 

 

白河市・表郷村・大信村任意合併協議会分科会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 白河市・表郷村・大信村任意合併協議会専門部会設置要綱第７条の規

定に基づき、白河市・表郷村・大信村任意合併協議会専門部会（以下「専門

部会」という。）に白河市・表郷村・大信村任意合併協議会分科会（以下「分

科会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 分科会は、専門部会の部会長（以下「部会長」という。）の指示を受

け、合併に関する事務事業について専門的に協議し、又は調整する。 

（組織） 

第３条 分科会は、別表のとおりとし、各専門部会の関係所管課等に所属する

職員をもって組織する。 

（役員） 

第４条 分科会に次の役員を置き、構成員のうちから互選する。 

（１） リーダー １名 

（２） サブリーダー ２名 

（役員の職務） 

第５条 リーダーは、分科会を代表し、会務を総理する。 

２ サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第６条 分科会は、部会長の要請により、又はリーダーが必要に応じて随時開

催するものとする。 

２ リーダーは、会議の議長となる。 

３ リーダーは、必要に応じて関係職員の出席を要請することができる。 

４ 分科会は、必要に応じて関係する分科会と合同の会議を開催することがで

きる。 

（報告） 

第７条 リーダーは、分科会の協議経過及び結果について、部会長に報告する

ものとする。 

（庶務） 

第８条 分科会の庶務は、リーダーが属する市村の担当課等において行う。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、分科会に関し必要な事項は別に定める。 
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附 則 

この要綱は、平成１６年２月１６日から施行する。 

 

 

別表 

専門部会名 分科会名 

総務部会 

 

人事組織分科会 

総務分科会 

財政管財分科会 

税務分科会 

企画部会 企画分科会 

情報電算分科会 

住民生活部会 住民生活分科会 

国保年金分科会 

環境・衛生分科会 

消防防災分科会 

保健福祉部会 福祉分科会 

保健分科会 

介護保険分科会 

産業経済部会 農林分科会 

商工観光分科会 

建設部会 建設管理分科会 

上下水道分科会 

住宅分科会 

都市計画分科会 

教育部会 学校教育分科会 

生涯学習分科会 

議会・選挙・監査部会 議会分科会 

選挙分科会 

監査分科会 
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白河市・表郷村・大信村任意合併協議会組織図
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協議第４号 事務事業調整方針(案）について

協議第５号 新市将来構想策定方針(案）について

協議第６号 住民意識調査の実施について

協議第７号 第３回協議会の開催日程について

白河市・表郷村・大信村任意合併協議会

協議事項

第２回



協議第４号 
 

事務事業調整方針（案）について 
 
１．基本的な考え方 
  白河市、表郷村、大信村のそれぞれの市村においては、各種の事務事業が

日々行われています。これらの事務事業は、全国的な規範のもとに行われて

いるものばかりではなく、それぞれの地域の歴史や風土、慣習などに根ざし

た市村独自の事業も数多く行われています。 
  そのために、市村に共通する事務事業においても、その行政サービスや負

担水準に違いが見られます。 
  事務事業の調整は、これら一つひとつの事業について、現在の状況を踏ま

えつつ、新市において当面どのような事業を行っていくかを明らかにすると

ともに、行政サービスの向上と住民負担の均衡を原理原則として、事務事業

の調整を図るものです。 
   
 
２．基本的な調整方針 
 （１）一体性確保の原則 

住民生活に支障のないよう速やかな一体性の確保に努めます。 
今後、新市に移行する際に最も注意しなければならないことは、住民 

の生活に支障を及ぼさないようにすることです。住民生活に密接に関係す

る証明書の発行や各種の申請手続き、保健・福祉サービスなどの事項につ

いて混乱をきたすことのないよう一体性の確保に努めます。 
 （２）住民福祉向上の原則 
    住民サービス及び住民福祉の向上に努めます。 
    現在、それぞれの市村で行われている各種の行政サービスについて、

現行のサービス水準を低下させることがないよう調整を図るとともに、

住民福祉の向上に努めます。 
 （３）負担公平の原則 

負担公平の原則に立って、行政格差を生じることのないように努めま 
す。 
住民税などの地方税や手数料、使用料など住民が直接負担する事項に 

ついては、その税率や料金について負担公平の原則の下で、住民に不公平

感を抱かせないように配慮しながら調整に努めます。 
 （４）健全な財政運営の原則 
    新市においては、健全な財政運営に努めます。 
    多様化、高度化する行政需要に的確に対応しながら、新市における各
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種の施策や事業が将来にわたって円滑に実施できるよう財源の安定確保

に努めるとともに、健全な収支のバランスが保てる財政運営を目指しま

す。 
 （５）行政改革推進の原則 
    行政改革の観点から事務事業の見直しに努めます。 

効率性、効果性を重視した行政組織への再編成を目指すとともに、今後

の自治体に求められるサービスを考慮した事務事業の見直しに努めます。 
 （６）適正規模準拠の原則 
    新市の規模に見合った事務事業の見直しに努めます。 
    新市の人口や面積にふさわしい各種事務事業の規模について、類似都

市の状況などを考慮しながら既存の事業内容を見直し、適正な規模とな

るよう調整します。 
 
 
３．調整すべき事務事業の分類 

事務事業については、おおむね次のとおり体系的に分類し、調整すること

とします。 
 

３
市
村
が
実
施
し
て
い
る
事
務
事
業
等

合 併 時 （ ２ ）

統合（一方へ）

合 併 後 （ ３ ）

一 元 化

合 併 時 （ ４ ）

再編（新規）

合 併 後 （ ５ ）

合 併 時 （ ６ ）

廃 止

合 併 後 （ ７ ）

現行どおり 存 続 （ １ ）

 
 

（１）現行のまま新市に引き継ぐ事業 
現在３市村において同一基準で行われている事業で、合併後も同一基準

で行うべき事業で、現行制度のまま新市に引継ぐ事項です。 
（２）合併時に統合する事業 

現在、３市村で行われている事業のうち内容に相違がある事業、ある 
いは、いずれかの市村で制度がないために調整が必要な事業について、新

市発足の日からいずれかの市村の例にならい施行する事項です。  
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（３）合併後に統合する事業 
現在、３市村で行われている事業のうち内容に相違がある事業、ある 

いは、いずれかの市村で制度がないために調整が必要な事業について、新

市発足の日から当分の間は、旧市村の制度をそのまま適用し、いずれかの

時点で統合する事項です。 
（４）合併時に再編する事業 

現在、３市村で行われている事業のうち内容に相違がある事業、ある 
いは、いずれかの市村で制度がないために調整が必要な事業について、新

市発足の日から新しい制度により施行する事項です。 
（５）合併後に再編する事業 

現在、３市村で行われている事業のうち内容に相違がある事業、ある 
いは、いずれかの市村で制度がないために調整が必要な事業について、新

市発足の日から施行するよりも、新市において状況を見ながらできるだけ

速やかに再編したほうが適当な事項です。 
（６）合併時に廃止する事業 

現在、３市村で行われている事業のうち内容に相違がある事業、ある 
いは、いずれかの市村で制度がないために調整が必要な事業について、新

市発足の日までに廃止する事項です。 
（７）合併後に廃止する事業 

現在、３市村で行われている事業のうち内容に相違がある事業、ある 
いは、いずれかの市村で制度がないために調整が必要な事業について、新

市発足の日から当分の間は、旧市村の制度をそのまま適用し、いずれかの

時点で廃止する事項です。 
 
 
４．現在行われている事務事業数 
  平成 16 年 2 月 1 日調査時点で白河市、表郷村、大信村において行われてい

る事務事業の数は次のとおりとなります。 
 （１）３市において行われている事務事業      １，０９４ 事業 
 （２）白河市と表郷村で行われている事務事業          ４３ 事業 
 （３）白河市と大信村で行われている事務事業       ７４ 事業 
（４）表郷村と大信村で行われている事務事業        ０ 事業 
（５）白河市だけで行われている事務事業        １６３ 事業 
（６）表郷村だけで行われている事務事業          ５ 事業 
（７）大信村だけで行われている事務事業          １ 事業 
 合   計                    １，３８０  事業 
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協議第５号 
 

新市将来構想策定方針（案）について 
 
１．新市将来構想の考え方 
  新市将来構想は、白河市、表郷村、大信村の３市村が合併をした場合にど

のようなまちづくりを目標として進めていくのか、また住民の生活や行財政

にどのような影響が出るのかなど新市の将来ビジョンを示すものです。 
また、この構想を広く住民に提示することによって、３市村の合併の是非

を判断するための資料としても活用しようとするものです。 
 
２．新市将来構想に掲載する主な事項 
  新市将来構想は、３市村が合併をしたほうがよいのか、あるいは現在のま

まのほうがよいのかを判断できる資料でなければなりません。そのためには、

３市村の歴史的なつながりや現在の交流状況、合併のメリット・デメリット、

新市の将来像と施策の大綱などの内容を網羅することが必要となります。 
（１）合併を検討する背景 
（２）３市村の現況と課題 
（３）合併の効果と懸念が予想される事項 
（４）新市の将来像 
（５）新市の施策の大綱 

 
３．新市建設計画との関係 

市町村建設計画は、合併特例法第 5 条の規定により法定協議会において作

成する計画となりますが、その策定に当たっては、合併市町村の建設を総合

的かつ効果的に推進することを目的とし、合併市町村の一体性の速やかな確

立及び住民の福祉の向上を図るとともに、合併市町村の均衡ある発展に資す

るよう適切に配慮されたものでなければならないとされています。また、市

町村建設計画には、おおむね、合併市町村の建設の基本方針、合併市町村又

は都道府県が実施する合併市町村建設のための根幹となるべき事業、公共的

施設の統合整備に関すること及び財政計画を定めるものとされており、新市

将来構想を基本としながら新市の将来像を実現するための具体的計画といえ

ます。 
 

４．住民への周知 
  新市将来構想の概要版を作成し、住民説明会に利用するほか３市村への全

戸配布、協議会だより、ホームページなどにより広く住民への周知を図り、

３市村の合併の是非を判断するための資料として活用します。
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白河市・表郷村・大信村 新市将来構想目次（案） 

はじめに 

（１）背景と趣旨 

（２）合併の理念 

第１章 ３市村の概況 

１ ３市村のプロフィール 

（１）位置・面積・地勢 

（２）３市村のプロフィール 

（３）３市村の沿革 

２ 人口・世帯の状況 

（１）人口の状況 

（２）世帯の状況 

３ 土地利用の状況 

４ 道路・交通条件 

５ 産業の状況 

６ 通勤・通学の状況（３市村の結びつきの状況） 

７ 公共施設等の状況 

（１）教育・文化・福祉施設等 

（２）生活環境施設等 

８ 行財政の状況 

第２章 合併による新しいまちづくりの必要性と可能性 

１ 合併の必要性 

（１）背景 

（２）新しいまちづくりの必要性 

２ 合併の効果 

（１）広域的視点に立った効果的なまちづくりの促進 

（２）行政能力の強化と行政サービスの向上 

（３）財政基盤の強化（経費削減効果と国・県の財政支援効果） 

３ 合併により懸念される事項 

第３章 新市の将来像 

１ 新市まちづくりの基本方向 

（１）新市として新しいまちづくりに取り組む条件の検討 

（２）新市として目指すべきまちづくりの基本方向 

２ 新市の将来像 

（１）新市まちづくりの目指すところ 

（２）新市の将来像 

３ まちづくりの基本目標と施策体系 

（１）新しいまちづくりの基本目標 
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（２）新しいまちづくりの施策の体系 

４ 新市で取り組む重点施策 

（１）合併したからこその暮らしアッププラン 

（２）合併しても良いとこ継続プラン 

５ 土地利用の基本方向 

（１）土地利用の基本方針 

（２）土地利用の方向 

６ 将来指標の見通し 

第４章 新市の施策 

１ 便利・安全なまちづくり 

（１）市街地の整備と周辺地域の活性化対策の推進 

（２）道路・鉄道・バス等交通網の整備 

（３）情報通信基盤の整備 

（４）防災・消防・救急・生活安全対策の充実 

２ 快適環境のまちづくり 

（１）環境保全活動の推進と景観形成 

（２）公園・緑地・水辺の整備 

（３）上下水道の整備 

（４）環境衛生とリサイクル対策の充実 

３ 健康・福祉のまちづくり 

（１）地域福祉の推進と保健・医療体制の充実 

（２）高齢者福祉の推進 

（３）児童福祉・子育て支援対策の推進 

（４）障害者福祉の推進 

４ 生涯学習・スポーツのまちづくり 

（１）生涯学習・スポーツ活動の充実 

（２）学校教育の充実 

（３）地域文化の継承と文化芸術活動の推進 

（４）国際交流・地域間交流活動の推進 

５ 活力ある産業のまちづくり 

（１）農林業の振興 

（２）商工業の振興 

（３）観光の振興 

（４）雇用対策の充実 

６ 参画と協働のまちづくり 

（１）コミュニティ活動・ＮＰＯ活動の推進 

（２）男女共同参画社会の確立 

（３）行財政運営の効率化と情報公開の推進 

（注）アミカケした項目は、概要版に要約して掲載すべきと思われる項目
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協議第６号 
 
   住民意識調査の実施について 
 
 白河市、表郷村、大信村の住民を対象として、市町村合併に対する住民意識

を把握するとともに、今後の新市建設計画の策定に向けた検討資料を得ること

を目的として、「合併に関する住民意識調査実施要領」に基づき、アンケート調

査を行います。 
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合併に関する住民意識調査実施要領（案） 
 

 

（１）調査の目的 

本調査は、白河市・表郷村・大信村３市村住民の日常生活行動、市町村合併への関

心や将来像についての意向等を把握し、新市建設計画策定に向けた検討資料を得ると

ともに、市町村合併に対する住民の関心を高めることを目的に実施します。 

 

（２）調査の主体  白河市・表郷村・大信村任意合併協議会 

 

（３）調査の方法 

 

項  目 内   容 

①調査地域 白河市・表郷村・大信村 

②調査の対象 １８歳以上の男女 

③標本数 ６，０００人（人口総数の約 1 割） 

④抽出母体 住民基本台帳（平成１６年３月１日現在） 

⑤調査時期 平成１６年４月 

⑥抽出法 無作為抽出 

⑦配付・回収方法 郵送 

 

（４）配付票数の算定 

 

配付数の内訳 

市村名 
人 口   

（平成12年国勢調査） 
人口構成比 人口割

(70%) 

均等割

(30%) 

計 

白河市 47,685人 79.43％ 3,336票 600票 3,936票

表郷村 7,464人 12.43％ 522票 600票 1,122票

大信村 4,886人 8.14％ 342票 600票 942票

計 60,035人 100.00％ 4,200票 1,800票 6,000票

 

（５）調査の項目 

   地域の具体的課題をふまえ実態に即した設問の設定を行います。 

   主な項目は以下のとおりとし、回収率をあげるため10～15問程度の設問とします。 
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１ 地域の現状 

２ 合併への関心、必要性 

  ３ 合併後の都市（地域）イメージ 

  ４ 分野別に期待される合併効果 

５ 合併した場合の心配 

  ６ 望ましい重点施策（事業） 

  ７ 回答者の属性 

年齢・性別・居住地・職業・居住歴・就業地など 

         

（６）集計分析方法 

   単純集計分析、市村別集計分析、その他必要に応じてクロス集計を行います。 

 

（７）スケジュール 

本調査は下表のスケジュールで実施します。 

 

平成１６年 作業項目 

４月 ５月 

調査票の配付・回収 

（10日～２週間を想定） 

 
 

アンケートの集計 

（３週間を想定） 

 
 

集計結果表  ◎ 

報告書案の作成  
 

報告書案     ◎ 

報告書案の検討・修正  
 

最終報告書       ◎

※ ◎は提出物 



協議第７号 

 

第３回協議会開催日程について 

 

開 催 時 期 開 催 場 所 

平成１６年３月３０日(火) 

午後１時３０分 
大信村農村環境改善センター 
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